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議案第１４号 
 

令和５年度  猪苗代町一般会計予算 
 
 令和５年度猪苗代町一般会計の予算は、次に定めるところによる。 
 
 （歳入歳出予算） 
第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ９，３８２，０００千円と定める。 
２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」 

 による。 
 
 （債務負担行為） 

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１４条の規定により債務を負担す 

 る行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第２表 債務負担行為」によ 

 る。 
 
 （地方債） 
第３条 地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の 

 目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第３表 地方債」による。 
 
 （一時借入金） 
第４条 地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、 

７００，０００千円と定める。 
 
 （歳出予算の流用） 
第５条 地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により、歳出予算の各項の経費の 

金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。 
(1) 各項に計上した給料、職員手当等及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合 

における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用  
 
 令和５年３月７日提出 

 
猪苗代町長 前 後   公 
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第３表 地方債 
  

起 債 の 目 的 限 度 額 起債の方法 利 率 償   還  の  方  法 

過疎対策事業 

 

千円  
 

703,200  
  

 
(1)借入方法 

    普通貸借 
 

(2)借入資金 
    政府資金 
    その他 

 

年５％以内 
（ただし、 
利率見直し 
方式で借り 
入れる政府 
資金、地方 

公共団体金 

融機構資金 

及び銀行等 

資金につい 

て、利率の 

見直しを行 

った後にお 

いては、当 

該見直し後 

の利率） 

 

 政府資金については、その

融資条件により、銀行その他

の場合にはその債権者と協定

するところによる。 
  ただし、町財政の都合によ
り繰上償還をし、償還期限を

短縮し、又は低利に借換えを

することができるものとす

る。 

公営住宅建設事業 18,400  

公共施設等適正管理 

推進事業 
82,400  

緊急浚渫推進事業 
 

15,000  
 

緊急防災・減災事業 56,900 

臨時財政対策債 43,100  

計 919,000  
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一般職（全体）

(１)　総括

報酬 給料 職員手当 計

(116)

204

(105)

204

(11)

0

本年度 18,790 7,927 11,266 140 8,670 993 42,888

前年度 18,798 8,879 10,857 140 9,083 705 38,230

比　較 △ 8 △ 952 409 0 △ 413 288 4,658

本年度 1,290 7,895 176,189 108,443 8,591 94,033 0

前年度 1,245 7,725 167,032 103,397 8,700 93,534 0

比  較 45 170 9,157 5,046 △ 109 499 0

　備考　１　　　（　）内は、短時間勤務職員及び会計年度任用の職を占める職員であって、その一週間当たりの通常の勤務

時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員

時間外勤務
手当

職員手当
の内訳

区分 宿日直手当 児童手当 期末手当 勤勉手当 寒冷地手当
職員退職

手当負担金
単身赴任

手当

43,003

職員手当
の内訳

区分 扶養手当 住居手当 通勤手当
特殊勤務

手当
給料の特別

調整額
管理職員特
別勤務手当

比　較 12,516 2,631 18,790 33,937 9,066

1,595,741

前年度 171,398 673,311 468,325 1,313,034 239,704 1,552,738

本年度 183,914 675,942 487,115 1,346,971 248,770

給　与　費　明　細　書

単位：千円

区  分 職員数
給    与    費

共済費 合計 備考
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一般職（会計年度任用職員以外の職員）

(１)　総括

報酬 給料 職員手当

（   ）

153

（   ）

150

（   ）

3

本年度 18,790 7,927 8,826 140 8,670 993 38,303

前年度 18,798 8,879 8,610 140 9,083 705 34,094

比　較 △ 8 △ 952 216 0 △ 413 288 4,209

本年度 1,290 7,895 126,991 108,443 8,591 78,826 0

前年度 1,245 7,725 121,350 103,397 8,700 77,972 0

比  較 45 170 5,641 5,046 △ 109 854 0

　備考　１　　　（　）内は、短時間勤務職員

(２)　給料及び職員手当の増減額の明細

区分 増減額 備考

0

2,744 2,744

1,217

△ 5,763

2,835

昇給等に伴う増加分 16,131

人事異動による増減 1,120

△ 4,404

1,535

扶養異動等による増減 162

転居等に伴う増減 △ 845

288

739

216

45

通勤手当改正による増減

職員手当 14,987

給与改定に伴う増減分 0

宿日直手当改正による増減

その他増減分 14,987

退職者と採用者の差額

育児休業等による増減

管理職員特別勤務手当（選挙）

時間外勤務手当（選挙）

△ 1,711

人事異動による増減

退職者と採用者の差額

育児休業等による増減

単位：千円

増減事由別内訳 説　　　明

給　料 1,033

給与改定に伴う増減分

昇給に伴う増加分 132人

その他増減分

時間外勤務
手当

職員手当
の内訳

区分 宿日直手当 児童手当 期末手当 勤勉手当 寒冷地手当
職員退職手
当負担金

単身赴任
手当

18,814

職員手当
の内訳

区分 扶養手当 住居手当 通勤手当
特殊勤務

手当
給料の特別

調整額
管理職員特
別勤務手当

比　較 0 1,033 14,987 16,020 2,794

1,169,963

前年度 0 566,454 400,698 967,152 183,997 1,151,149

本年度 0 567,487 415,685 983,172 186,791

単位：千円

区  分 職員数
給    与    費

計 共済費 合計 備考

(３)給料及び職員手当の状況

　　ア　職員１人当たり給与 単位：円

　　イ　初任給 単位：円

　 ウ　級別職員数

６　級

４　級

２　級

153
(　　　)
100.0

(　　　)
計

(　　　) (　　　)

11.1
(　　　)

20.3

32.7
(　　　)(　　　)

17

(　　　)
50

38

(　　　)

(　　　) (　　　)

(　　　)
9.8

24.8

(　　　)

３　級

１　級

５　級

1.3

(　　　)
31

区　　　　分
級

2
(　　　)

185,200

５　級

２　級

１　級

職員数(人)
行　　政　　職

構成比（％）

技　能　労　務　職

15

大学卒

157,900

189,500

154,600

行　政　職

技能労務職行　政　職区　　　　　　　　分

312,212

平均給料月額

平均給与月額

40.88平均年齢（歳）

平均給料月額

336,729

令和５年１月１日現在

令和４年１月１日現在

区　分

高校卒

平均給与月額

312,441

技能労務職

平均年齢（歳）

国　　の　　制　　度
技能労務職

336,851

行政職

41.18

６　級

４　級

３　級

２　級

３　級
(　　　) (　　　)

級 構成比（％）職員数(人)

(　　　)

(　　　)

(　　　)(　　　)

(　　　)

(　　　)

(　　　)

計

計

(　　　)

１　級

(　　　)

2 1.3
(　　　) (　　　)

16 10.7
(　　　) (　　　)

16 10.7

22.7
(　　　)

(　　　)

(　　　)
34

(　　　)

２　級

53 35.3
３　級

(　　　) (　　　) (　　　)

(　　　) (　　　)
１　級

(　　　) (　　　) (　　　) (　　　)

(　　　)

令和５年１月１日
現在

令和４年１月１日
現在

150 100.0
計

29 19.3
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一般職（会計年度任用職員以外の職員）

(１)　総括

報酬 給料 職員手当

（   ）

153

（   ）

150

（   ）

3

本年度 18,790 7,927 8,826 140 8,670 993 38,303

前年度 18,798 8,879 8,610 140 9,083 705 34,094

比　較 △ 8 △ 952 216 0 △ 413 288 4,209

本年度 1,290 7,895 126,991 108,443 8,591 78,826 0

前年度 1,245 7,725 121,350 103,397 8,700 77,972 0

比  較 45 170 5,641 5,046 △ 109 854 0

　備考　１　　　（　）内は、短時間勤務職員

(２)　給料及び職員手当の増減額の明細

区分 増減額 備考

0

2,744 2,744

1,217

△ 5,763

2,835

昇給等に伴う増加分 16,131

人事異動による増減 1,120

△ 4,404

1,535

扶養異動等による増減 162

転居等に伴う増減 △ 845

288

739

216

45

通勤手当改正による増減

職員手当 14,987

給与改定に伴う増減分 0

宿日直手当改正による増減

その他増減分 14,987

退職者と採用者の差額

育児休業等による増減

管理職員特別勤務手当（選挙）

時間外勤務手当（選挙）

△ 1,711

人事異動による増減

退職者と採用者の差額

育児休業等による増減

単位：千円

増減事由別内訳 説　　　明

給　料 1,033

給与改定に伴う増減分

昇給に伴う増加分 132人

その他増減分

時間外勤務
手当

職員手当
の内訳

区分 宿日直手当 児童手当 期末手当 勤勉手当 寒冷地手当
職員退職手
当負担金

単身赴任
手当

18,814

職員手当
の内訳

区分 扶養手当 住居手当 通勤手当
特殊勤務

手当
給料の特別

調整額
管理職員特
別勤務手当

比　較 0 1,033 14,987 16,020 2,794

1,169,963

前年度 0 566,454 400,698 967,152 183,997 1,151,149

本年度 0 567,487 415,685 983,172 186,791

単位：千円

区  分 職員数
給    与    費

計 共済費 合計 備考

(３)給料及び職員手当の状況

　　ア　職員１人当たり給与 単位：円

　　イ　初任給 単位：円

　 ウ　級別職員数

６　級

４　級

２　級

153
(　　　)
100.0

(　　　)
計

(　　　) (　　　)

11.1
(　　　)

20.3

32.7
(　　　)(　　　)

17

(　　　)
50

38

(　　　)

(　　　) (　　　)

(　　　)
9.8

24.8

(　　　)

３　級

１　級

５　級

1.3

(　　　)
31

区　　　　分
級

2
(　　　)

185,200

５　級

２　級

１　級

職員数(人)
行　　政　　職

構成比（％）

技　能　労　務　職

15

大学卒

157,900

189,500

154,600

行　政　職

技能労務職行　政　職区　　　　　　　　分

312,212

平均給料月額

平均給与月額

40.88平均年齢（歳）

平均給料月額

336,729

令和５年１月１日現在

令和４年１月１日現在

区　分

高校卒

平均給与月額

312,441

技能労務職

平均年齢（歳）

国　　の　　制　　度
技能労務職

336,851

行政職

41.18

６　級

４　級

３　級

２　級

３　級
(　　　) (　　　)

級 構成比（％）職員数(人)

(　　　)

(　　　)

(　　　)(　　　)

(　　　)

(　　　)

(　　　)

計

計

(　　　)

１　級

(　　　)

2 1.3
(　　　) (　　　)

16 10.7
(　　　) (　　　)

16 10.7

22.7
(　　　)

(　　　)

(　　　)
34

(　　　)

２　級

53 35.3
３　級

(　　　) (　　　) (　　　)

(　　　) (　　　)
１　級

(　　　) (　　　) (　　　) (　　　)

(　　　)

令和５年１月１日
現在

令和４年１月１日
現在

150 100.0
計

29 19.3
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　（級別の基準となる職務）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　エ　昇給

　　オ　期末手当・勤勉手当

昇給に係る職員数　　(Ｂ)　(人)

131

比　　率　　(Ｂ)／(Ａ) 　 (％)

131

134

１　用務員
の職務
２　調理員
等の職務
３　事務見
習又は技術
見習等の職
務

85.62

150職　 員　 数　    　(Ａ)　(人) 150

備　　考

(       )
4.35

職制上の段階、
職務の級等に
よる加算措置

３級以上
5～15%加算

令和5年1月1日現在

89.33

支給期別支給率

各事務部局
の課長、主
幹の職務

各事務部局
の課長補佐
の職務

１　　　　級

各事務部局
の定型的な
業務を行な
う主事の職
務

５　　　　級

各事務部局
の高度の知
識又は経験
を必要とす
る業務を行
なう主事の
職務

１　各事務
部局の係長
の職務
２　各事務
部局の特に
高度の知識
又は経験を
必要とする
業務を行な
う主査の職
務

134

134

85.62

１　自動車
運転手
２　一般技
能職員の職
務
３　電話交
換手の職務
４　困難な
業務を行う
用務員の職
務
５　相当の
経験を必要
とする調理
員等の職務

 １２月（月分）

８号級　(人)

(       )
2.05

89.33

本
年
度

前
年
度

行　　政　　職

１　参事
２　各事務
部局の特に
困難な業務
を行なう課
長の職務

２号級　(人)

技　能　労　務　職

比　　率　　(Ｂ)／(Ａ) 　 (％)

(       )
2.15

(       )
2.2

134

 　６月（月分）
 支給率計
（月分）

(       )
4.25

(       )
4.4

(       )
2.25

(       )
2.125

６号級　(人)

３級以上
5～20%加算

３級以上
5～15%加算

令和4年1月1日現在

令和5年1月1日現在

区　　分

本　年　度

昨　年　度

国の制度

(       )
2.225

区　　　　分 ６　　　　級

６号級　(人)

８号級　(人)

４号級　(人)

技能労務職

職　 員　 数　    　(Ａ)　(人)

２　　　　級

代　表　的　な　職　種

153

区　　　　　　　分

１　相当の
技能又は経
験を必要と
する自動車
運転手の職
務
２　相当の
技能又は経
験を必要と
する作業を
行う一般技
能職員の職
務
３　相当の
技能又は経
験を必要と
する電話交
換手の職務

４　　　　級 ３　　　　級

合　　計
行　政　職

131

153

131

２号級　(人)

４号級　(人)

昇給に係る職員数　　(Ｂ)　(人)

　　カ　定年退職及び勧奨退職に係る退職手当　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　キ　地域手当

　　ク　特殊勤務手当

　　ケ　その他の手当

備考 １  「ア  職員１人当たり給与」は、再任用短時間勤務職員以外の職員について作成すること。

     ２  「ウ  級別職員数」の（　）内には、再任用短時間勤務職員について外書きすること。

     ３  「エ  昇給」の職員数欄には、再任用短時間勤務職員以外の職員数を記載すること。

     ４  「オ  期末手当・勤勉手当」の（　）内には、再任用職員の標準的な支給率を記載すること。

定年前早期退職者特例措置
一定率１年当り3％を超えない範囲
内加算45％限度

47.70947.709

そ の 他 の
加算措置等

33.27075 支給率等

区　　分

24.586875

25年勤続の
者(月分)

備考
35年勤続の
者(月分)

平成30年4月1日以降

平成30年1月1日以降

最高限度
（月分）

47.709
定年前早期退職者特例措置
一定率１年当り2％を超えない範囲
内加算20％限度

33.27075

支 給 率 （ ％ ）

24.586875

20年勤続の
者(月分)

47.709

支給対象職員数(人)

支給対象地域

国の制度
(支給率等）

国 の 指 定 基 準 に
基づく支給率（％）

行　政　職

0.02

代　表　的　な　職　種

19.61 19.61

異 県準則に同じ

差異の内容国の制度との異同

技能労務職
全　　職　　種区　　　　　　　　　　分

給料総額に対する比率（％）

税務等業務手当、防疫作業手当、行旅病死亡人等措置手当

0.02

支給対象職員の比率（％）
（令和５年１月１日現在）

代表的な特殊勤務手当の名称

異 県準則に同じ

区　　　　分

扶　養　手　当

住　居　手　当

通　勤　手　当

同
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　（級別の基準となる職務）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　エ　昇給

　　オ　期末手当・勤勉手当

昇給に係る職員数　　(Ｂ)　(人)

131

比　　率　　(Ｂ)／(Ａ) 　 (％)

131

134

１　用務員
の職務
２　調理員
等の職務
３　事務見
習又は技術
見習等の職
務

85.62

150職　 員　 数　    　(Ａ)　(人) 150

備　　考

(       )
4.35

職制上の段階、
職務の級等に
よる加算措置

３級以上
5～15%加算

令和5年1月1日現在

89.33

支給期別支給率

各事務部局
の課長、主
幹の職務

各事務部局
の課長補佐
の職務

１　　　　級

各事務部局
の定型的な
業務を行な
う主事の職
務

５　　　　級

各事務部局
の高度の知
識又は経験
を必要とす
る業務を行
なう主事の
職務

１　各事務
部局の係長
の職務
２　各事務
部局の特に
高度の知識
又は経験を
必要とする
業務を行な
う主査の職
務

134

134

85.62

１　自動車
運転手
２　一般技
能職員の職
務
３　電話交
換手の職務
４　困難な
業務を行う
用務員の職
務
５　相当の
経験を必要
とする調理
員等の職務

 １２月（月分）

８号級　(人)

(       )
2.05

89.33

本
年
度

前
年
度

行　　政　　職

１　参事
２　各事務
部局の特に
困難な業務
を行なう課
長の職務

２号級　(人)

技　能　労　務　職

比　　率　　(Ｂ)／(Ａ) 　 (％)

(       )
2.15

(       )
2.2

134

 　６月（月分）
 支給率計
（月分）

(       )
4.25

(       )
4.4

(       )
2.25

(       )
2.125

６号級　(人)

３級以上
5～20%加算

３級以上
5～15%加算

令和4年1月1日現在

令和5年1月1日現在

区　　分

本　年　度

昨　年　度

国の制度

(       )
2.225

区　　　　分 ６　　　　級

６号級　(人)

８号級　(人)

４号級　(人)

技能労務職

職　 員　 数　    　(Ａ)　(人)

２　　　　級

代　表　的　な　職　種

153

区　　　　　　　分

１　相当の
技能又は経
験を必要と
する自動車
運転手の職
務
２　相当の
技能又は経
験を必要と
する作業を
行う一般技
能職員の職
務
３　相当の
技能又は経
験を必要と
する電話交
換手の職務

４　　　　級 ３　　　　級

合　　計
行　政　職

131

153

131

２号級　(人)

４号級　(人)

昇給に係る職員数　　(Ｂ)　(人)

　　カ　定年退職及び勧奨退職に係る退職手当　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　キ　地域手当

　　ク　特殊勤務手当

　　ケ　その他の手当

備考 １  「ア  職員１人当たり給与」は、再任用短時間勤務職員以外の職員について作成すること。

     ２  「ウ  級別職員数」の（　）内には、再任用短時間勤務職員について外書きすること。

     ３  「エ  昇給」の職員数欄には、再任用短時間勤務職員以外の職員数を記載すること。

     ４  「オ  期末手当・勤勉手当」の（　）内には、再任用職員の標準的な支給率を記載すること。

定年前早期退職者特例措置
一定率１年当り3％を超えない範囲
内加算45％限度

47.70947.709

そ の 他 の
加算措置等

33.27075 支給率等

区　　分

24.586875

25年勤続の
者(月分)

備考
35年勤続の
者(月分)

平成30年4月1日以降

平成30年1月1日以降

最高限度
（月分）

47.709
定年前早期退職者特例措置
一定率１年当り2％を超えない範囲
内加算20％限度

33.27075

支 給 率 （ ％ ）

24.586875

20年勤続の
者(月分)

47.709

支給対象職員数(人)

支給対象地域

国の制度
(支給率等）

国 の 指 定 基 準 に
基づく支給率（％）

行　政　職

0.02

代　表　的　な　職　種

19.61 19.61

異 県準則に同じ

差異の内容国の制度との異同

技能労務職
全　　職　　種区　　　　　　　　　　分

給料総額に対する比率（％）

税務等業務手当、防疫作業手当、行旅病死亡人等措置手当

0.02

支給対象職員の比率（％）
（令和５年１月１日現在）

代表的な特殊勤務手当の名称

異 県準則に同じ

区　　　　分

扶　養　手　当

住　居　手　当

通　勤　手　当

同
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一般職（会計年度任用職員）

(１)　総括

報酬 給料 職員手当 計

(116)

51

(105)

54

(11)

△ 3

本年度 － － 2,440 － － － 4,585

前年度 － － 2,247 － － － 4,136

比　較 － － 193 － － － 449

本年度 － 0 49,198 － － 15,207 －

前年度 － 0 45,682 － － 15,562 －

比  較 － 0 3,516 － － △ 355 －

　備考　１　　　（　）内は、会計年度任用の職を占める職員であって、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要

する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員

(２)　報酬、給料及び職員手当の増減額の明細

区分 増減額 備考

0

8,955 80人 8,955

3,561

0

2,492 2,492

△ 894

通勤手当 193

3,329

636

△ 355

その他増減分 3,803

昇給等に伴う増

人員数増減による増

退職手当負担金
職員手当 3,803

給与改定に伴う増減分 0

給　料 1,598

給与改定に伴う増減分

昇給に伴う増加分 44人

その他増減分 △ 894

人員数増減による減

単位：千円

増減事由別内訳 説　　　明

報　酬 12,516

給与改定に伴う増減分

昇給に伴う増加分

その他増減分 3,561

人員数増減による増

時間外勤務
手当

職員手当
の内訳

区分 宿日直手当 児童手当 期末手当 勤勉手当 寒冷地手当
職員退職手
当負担金

単身赴任
手当

24,189

職員手当
の内訳

区分 扶養手当 住居手当 通勤手当
特殊勤務

手当
給料の特別

調整額
管理職員特
別勤務手当

比　較 12,516 1,598 3,803 17,917 6,272

425,778

前年度 171,398 106,857 67,627 345,882 55,707 401,589

本年度 183,914 108,455 71,430 363,799 61,979

単位：千円

区  分 職員数
給    与    費

共済費 合計 備考
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　　　　　　  地地方方債債のの前前々々年年度度末末ににおおけけるる現現在在高高並並びびにに前前年年度度末末及及びび当当該該年年度度末末ににおおけけるる
　　　　　　  現現在在高高のの見見込込みみにに関関すするる調調書書

（単位:千円）

令 和 ３ 年 度 末 令 和 ４ 年 度 末 令 和 ５ 年 度 末

現 在 高 現 在 高 見 込 額 起 債 見 込 額 元金償還見込額 現 在 高 見 込 額

１１　　普普　　　　通通　　　　債債 5,348,089 5,405,172 875,900 701,943 5,579,129

 (1) 総　　      務 252,719 220,220 31,350 188,870

 (2) 民　　      生 141,188 138,772 24,900 25,283 138,389

 (3) 衛　　      生 18,211 19,832 7,300 1,949 25,183

 (4) 農  林  水  産 108,172 106,278 7,000 16,407 96,871

 (5) 商　　      工 4,250 3,195 1,060 2,135

 (6) 土　     　 木 1,899,705 1,883,482 298,800 281,739 1,900,543

 (7) 公  営  住  宅 386,291 350,823 18,400 59,908 309,315

 (8) 消　　      防 269,047 265,062 60,400 40,262 285,200

 (9) 教　　      育 2,268,506 2,417,508 459,100 243,985 2,632,623

２２　　災災害害復復旧旧事事業業債債 16,447 109,800 1,848 107,952

 (1) 農  林  水  産

 (2) 土　　      木 16,447 109,800 1,848 107,952

 (3) 教　　      育

 (4) そ　　の　　他

３３　　そそ　　　　のの　　　　他他 3,455,875 3,204,323 43,100 316,270 2,931,153

 (1) 減 税 補てん債 12,334 7,946 3,374 4,572

 (2) 臨時財政対策債 3,424,610 3,177,446 43,100 312,896 2,907,650

 (3) 減 収 補てん債 18,931 18,931 18,931

合合　　　　　　　　計計 8,820,411 8,719,295 919,000 1,020,061 8,618,234

区　　　分
令 和 ５ 年 度 中 増 減 見 込 額
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